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⚑．は じ め に1)

2010 年代の半ば，先進経済諸国の中でも EU は特に動揺し，危機に見舞わ
れているかに見えた。遠藤（2016）が「複合危機」と呼んで剔抉したように，
2015 年以降の難民危機，2016 年のイギリス国民投票での EU 離脱勝利，とい
う「事件」を通じて，EU の構造的問題があらわになったのである。EU に限
らない世界的な危機的状況を前に竹中（2021: 76-77）は「危機は負の影響ば
かりをもたらすとは限らない。社会変革の思想や運動を生み出し実現する機会
ともなる…新しい変化は人権，平等，福祉，ジェンダーなどの状況を改善する
可能性もあるが，コストカットやリストラによって人々の置かれた状況を悪化
させる恐れもある」と指摘する。では EU はこのような危機を経てどのように
変わるのだろうか。本稿は，EU における社会政策的領域2)に即して，この変

⚑） 本稿は 2019 年度日本 EU学会研究大会（神戸大学，2019 年 11 月 16 日）における共通論題
「変貌する時代のEU 統合の新たな探求」での報告ペイパーに若干の修正を加えたものであ
る。大会時にコメントや質問をくださった参加者の皆さんに感謝する。雇用状況や世論調査デ
ータ等については，本来であれば 2 年分のアップデートを加えるべきところであるが，それ以
後の 2年間が「非常時」であることに鑑み，「平時における最近時の状況」という趣旨で，あえ
て修正を行っていない。
⚒） このようにあいまいな表現を用いるのは，年金や健康保険のような典型的な社会政策にかか
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化をとらえていくための予備的考察を提示するものである。
リーマンショックに端を発する経済危機の中で，人々の生活が脅かされ，そ

れに対して社会がどのように対応するか，という問題が具体化した。より直接
的には，経済危機の直後は多くの政府・機関が一時的に金融・財政上の拡張的
対応策をとったものの，その後緊縮に転じたため，一部の，主として南欧の国
において失業などの社会的問題が生じた。特に，共通通貨ユーロと経済通貨同
盟の存在がそれらの国から通貨の切り下げという選択肢を奪い その選択を
行った方が結果として経済状況が好転したかどうかはここでは議論しない

，EU による緊縮政策の「強制」という状況を生み出したため，EU とい
う政体と「社会的なもの」の関係が再び俎上に載せられることになった。EU
は「緊縮主義」「ネオリベラリズム」のエージェントに過ぎないのではないか，
という問いである。緊縮を強いられた諸国においては，それに伴って反 EU 感
情も強まりいわゆる「ポピュリスト」政党の進出を招いているため，EU 自身
にとってもこの問題を看過することはできない。EU の正統性と「社会的なも
の」の関係が問われているのである。

このような文脈の中で，ヨーロッパ委員会は 2013 年には「社会的投資パッ
ケージ（Social Invest Package）」（COM（2013）83 final, 20. 2. 2013）なる政策パ
ッケージを公表した。さらに 2016 年には「社会的諸権利のヨーロッパ的柱

（European Pillar of Social Rights）」に関する諮問を行い（COM（2016）127
final, 8. 3. 2016），その結果に基づいて 2017 年 4 月には告示（COM（2017）250
final, 26.4.2017）と勧告（C（2017）2600 final, 26.4.2017）を発表した。そして同
年 11 月にはスウェーデンのヨーテボリにおいて「公正な労働と成長のための
社会サミット」が，各国首脳や労資代表を集めて開催された。

政治的・政策的注目が集まっているだけではない。この主題をめぐっては近
年，複数の専門学術誌において特集が組まれている。主要政治学系雑誌では
Journal of Common Market Studies が 2019 年第 1 号で「ヨーロッパの社会的
市場経済再考」を，West Euroepan Politics が 2014 年に「危機の中で社会的
ヨーロッパを実施に移す」を，特集しているほか，現在の EU 研究の中核にあ

わる立法・予算権限が EU にないことに加え，EU の政策が直接には再分配的機能を持たない
ルール・規整措置（regulation）によって特徴づけられることから，ジェンダー平等ルールや
差別禁止ルールなど，古典的な社会政策のみに限定されない視座をとる必要があるためである。
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る Journal of Euroepan Public Policy に至っては 2018 年に「経済危機以降の
EU 社会経済ガヴァナンス」（第 2 号），「社会的投資国家の将来」（第 6 号），そ
して「不平等な EU における自由移動と反差別」（第 10 号）と 3 号もの特集が
組まれた。政治学以外の分野でも，European Constitutional Law Review が
2018 年に「社会的ヨーロッパの追放」を特集セクションに置くなど，関心の
高さがうかがわれる。

一般市民の認識においても，ヨーロッパ統合の社会的次元への関心は存在す
る。2018 年 4 月の欧州議会ユーロバロメーター調査（Democracy on the Move:
European Elections - One Year to go, Eurobarometer Survey 89.2 of the European
Parliament）によれば，「失業との闘い」に関して EU の行動が不十分であると
する回答は 59％，現在以上に介入すべきとする回答は 76％であり，「保健と社
会保障」領域は 48％と 69％，「男女の平等処遇」については各々 40％と 65％
となっており，EU の介入強化を望む回答が半数をこえている（QA4, QA27）。
2019 年春の定期ユーロバロメーター（Eurobarometer Standard 91, EB91.5）に
おいては，ヨーロッパ・レヴェルでの意思決定を行うべきか否かの問いに対
し，投資の促進と雇用の創出について 63％，保健と社会保障については 58％
が賛意を示している（QE1）。

このように，現実政治上も学術的にも，EU とヨーロッパ統合が社会政策的
領域にどのような影響を及ぼすかには注目が集まる。

ただし本稿は，予備的考察とすでに述べたように，この問題それ自体を検討
し評価するのではなく，この問題を「日本から距離をおいて観察する」という
行為の性格と意味について検討することに重点をおく。すなわち，「現地」の
研究者がそれ自体政策アクターであるという構造のため，彼／女らによる学術
的評価それ自体を額面通り受け取ることに注意が必要であること，それゆえ観
察・評価の「基準」それ自体について「出来合いの基準をあてはめる」のでは
不十分であり，反省的な（reflexive）検討が必要であるとするのが，本稿の主
な主張である。

以下では，第 2 節において，2000 年代以降の EU 社会政策言説が，いわゆ
る「社会的投資」のパラダイムへと移行していったことを示す。しかしそのこ
とは EU の先進性を示すものとは言えない。第 3 節では既存の研究上の議論を
紹介しつつ，評価基準それ自体の不安定性を指摘する。これに加えて第 4 節で
は，政策提唱者と学術的評価者の重なりが大きく，基準設定自体が政策過程の
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中に埋め込まれていることを意識せざるを得ない，という EU 政策過程固有の
特質を指摘する。これらを踏まえて結びでは，日本から EU を研究するという
行為の特質についても言及する。

⚒．社会的投資アプローチと EU 社会政策

本節では近時の EU 社会政策言説を概観し，いわゆる「社会的投資」アプロ
ーチがその中核となっていることを示す3)。

⑴ 社会的投資アプローチから社会的権利へ
社会的投資とは，1990 年代以降にヨーロッパを中心として注目されるよう

になった，福祉をめぐる政策の視角である。濱田によれば，福祉国家の縮減を
目指す新自由主義を経て，経済グローバル化，少子高齢化，ポスト工業化とい
った変化に伴い，産業構造や労働市場，そして家族機能が変容した結果，従来
の福祉国家では保護しきれない層が増加する中で，社会的保護のあり方を見直
すアプローチとしてこの視角が登場したという。そこでの特徴は 20 世紀型福
祉国家が受動的な所得保障を重視していたのに対し，能動的（active）な側面，
すなわち社会の成員が潜在能力を最大化させ労働市場に積極的に参加すること
を目標とする点にある。20 世紀型福祉国家が新しい社会的リスク（new social
risk）に対応できていない一方，新自由主義的福祉改革が格差と貧困の拡大や
社会的排除を招いており，この両者に対する代替案として，教育や訓練を通じ
た人的資本の蓄積やその有効活用のためのサーヴィスや給付の提供を行う主体
として国家が位置づけられ，市民を新しいリスクに備えさせるものとされるの
である。その知的背景としては，社会学者ギデンズ（Anthony Giddens）の第
三の道論や，エスピン・アンデルセン（Gøsta Esping-Andersen）の著作が挙げ
られる（濵田 2014: 139-146）。

まさにこの社会的投資の語を用いて，ヨーロッパ委員会が近年新たに提示し
た政策イニシアティヴが「社会的投資パッケージ」である。これは「ヨーロッ

⚓） 社会的投資アプローチの日本語による検討として濵田（2014），三浦（2018），千田（2021）
を参照。また，EUの社会政策に関する近時の日本語研究として原田豪（2015; 2016; 2021），原
田徹（2018）を参照。
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パ 2020」戦略を踏まえて，任期の終わりが見えてきたバローゾ（José Manuel
Barroso）委員会が 2013 年に示したものである。直接的には，2014 から 2020
年にかけての結束政策の枠組を定める必要があり，その中でヨーロッパ社会基
金の重点投資先を定めるものとして示されたものである。背景として，委員会
告示（COM（2013）83 final, 20. 2. 2013）は，実効的な社会的保護システムを持
つ国こそがもっとも経済的に成功し競争力も高いと指摘した 2012 年のバロー
ゾ演説に言及しつつ，同年に示された雇用や年金，若年者雇用に関する告示を
あげるほか，ヨーロッパ議会の社会的投資に関する決議にも言及し，これらを
補完するものとしてこの社会的投資パッケージを位置づけている。

この告示においては，福祉システムが，社会的投資，社会的保護，経済安定
化の三つの機能を果たすものと位置づけられ，それらが相互に結びついている
とされる。しかし特に強調されるのは，「社会政策の現代化が，より目立った
役割をアクティヴェーション措置に与えることを伴う」ことであり，それによ
って「人々が各々の能力の中で可能な限り積極的に社会と経済に参加する」こ
とを可能にするとされている点である（p. 3）。そのために告示は，社会政策の
現行の予算の範囲でも効率化の余地があるとして，「類似したレヴェルの社会
政策支出を持つ加盟国の間で，貧困，雇用，健康などの成果においては結果が
異なっている」ことを指摘し，資源の活用方法に改善の余地があるとする（p.
5）。その内容として，民間や第三セクターの資源を補完的に利用すること，人
的資本への投資を一生を通じて行うこと，ジェンダーの次元の問題を是正する
ことが挙げられる。

具体的には，普遍性と選別の双方が必要（p. 9）であるとしつつ，特に注力
すべき領域として，子育て，教育，訓練，積極的労働市場政策，住居支援，リ
ハビリ，健康サーヴィスなどが掲げられている。これらの措置は「『目標とな
る集団』や便益の性質に紐付けされた措置ではなく，個人のニーズに対応する
ものでなければならない」とされ，社会政策が個々別々の事情に応じるもので
あるべきことが示される。そして，基金の配分を申請するプロジェクトを念頭
に，社会的投資への資金供与を刺激するような措置，生計を支え社会的権利へ
の意識を高める措置，そして乳幼児教育とケアへの投資が三本柱の重点領域と
されている。

続いて 2017 年に示された告示が「社会的諸権利のヨーロッパ的柱」である
（COM（2017）250 final, 26.4.2017）。この告示はユンカー（Jean-Claude Juncker）
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委員長の 2015 年演説を引き，「公正で真にヨーロッパ大の労働市場を築くため
の作業をステップアップさせねばならない」とするところから始まる。そして

「より包摂的で公正な EU の建設が，本委員会の伴となる優先事項である」と
する（p. 2）。この告示に含まれる 20 の原則や権利は，労働市場への平等な機
会とアクセス，公正な労働条件，社会的保護と包摂，の三つに分類され，これ
によって条約に規定される，競争力ある社会的市場経済を実現するためのもの
と位置づけられる（p. 4）。

ここでも，前述の社会的投資パッケージと同様に，これらの諸措置が社会的
に必要なだけではなく経済的に不可欠であると位置づけられる。そして，機能
する労働市場の存在をこえて，すべての市民が適切な教育へのアクセスを有
し，社会のもっとも脆弱な部分に対する保護のために実効的な社会的保護シス
テムがあることが重要であるとされる（p. 5）。

委員会勧告（C（2017）2600 final, 26.4.2017）に示される具体内容を見ると，
上述の 3 分類の名称が与える以上に，機会均等と労働市場への包摂に重点があ
ることがわかる。すなわち「平等な機会とアクセス」の中の小項目が，教育・
訓練・生涯学習，ジェンダー平等，機会の平等，雇用へのアクティヴな支援で
あるばかりではなく，「公正な労働条件」の中の 6 小項目の中にもワークライ
フバランス，健康で安全な労働環境がある。さらに「社会的保護と包摂」の中
では，第一に来るのが「子育て（chidcare）とこどもへの支援」であり，その
ほかにも最低所得，障害を持つ人々の包摂，ホームレスへの住宅と支援，基本
的サーヴィスへのアクセスなど，基本的な社会サーヴィスの確保に重点があ
る。

これら二つの告示で示されている政策の方向性は，出されたタイミングや委
員長の志向性の違い 経済リベラルなバローゾとキリスト教民主主義的なユ
ンカー を反映した色彩の相違はあるものの，全体として，教育と訓練，子
育てとケア，ジェンダー，そしてそれを下支えするベーシックな社会サーヴィ
ス，といった諸項目が強調される点において，学術的な社会的投資アプローチ
によく合致するものである。これに対して，「社会権の柱」勧告の中で年金へ
の言及が 1 小項目にとどまっているように，経済通貨同盟に関連して 1990 年
代の大きな争点であった年金は完全に後景に退いている。20 世紀型福祉国家
モデルから社会的投資パラダイムへの移行が，EU の政策的マニフェストにお
いては完遂されたかのようである。
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他方で一般的な社会的投資アプローチでは注目されていないが，上述の文書
に特徴的なポイントがある。それは文書自体のタイトルにもなっている社会的
な「権利」というアプローチである。これは 20 世紀型福祉国家の議論におい
て，マーシャルや北欧諸国を引照しつつ社会的市民権（social citizenship）の語
が用いられること，また日本の文脈においては福祉と社会権が密接に結びつい
ていることを考えるとやや奇異な言明にうつるかもしれない。また，ヨーロッ
パ諸国において社会保障の問題が法的規制に服し，裁判上の紛争処理が行われ
てきたことも言うまでもない。しかし日本の文脈でのいわゆるプログラム規定
論にも見られるとおり，多くの社会政策措置は権利の文脈ではなく，政策的必
要性に基づいて政府と立法府が裁量を広汎に有する「プログラム」として実施
されてきた。このような思考と「権利」を基礎とする社会政策アプローチには
一定の相違があり，国連社会開発研究機関（UNRISD）なども近年後者の方向
性を推進している（UNRISD Issue Brief 02, August 2016）。

EU 研究の文脈では Mabbett（2005）が早くからこの論点を指摘してきた
が，その相違は，女性や障害者など労働市場から排除されがちな人々に対する
政策に顕著に現れる。そして，権利を基礎とした「反差別政策」が社会政策の
中で中心的な位置を持つことにつながる。この側面は「社会的権利の柱」告示
に顕著に見られる点だが，同告示の中には提案の背景として，EU が形成して
きた「社会的既定事項（social aquis）」の存在が挙げられている。そしてそれ
が，諸条約に組み込まれた新しい条項，基本権憲章，新たな EU 立法とともに
欧州連合裁判所（CJEU）の判例法によって形成されたことを指摘される。つ
まり司法部の役割の大きさという EU の政策形成の特徴は，社会政策の内容に
も影響を与えているのである。

このような，個人の権利に基づいた反差別政策は，それが教育や労働市場へ
のアクセスと結びつけて理解されるとき，社会的投資アプローチと親和性を持
つ。EU の政策に見られる社会的投資アプローチは，この「権利を通じた排除
からの脱却」を含んだものなのである。

次節では上に確認したような社会的投資アプローチの採用や社会的権利言説
の広がりが，単発的なアドバルーンの打ち上げ これも EU 政策過程にはし
ばしば起きる ではなく，社会政策言説全体の傾向であることを確認する。
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⑵ ヨーロッパ議会本会議の言説推移の概観
本稿では EU における社会政策言説の推移を捉える予備作業の一つとして，

ヨーロッパ議会の議事録（速記録）を検討対象として，大まかな傾向を把握す
ることを試みた4)。ヨーロッパ議会ウェブサイトのデータベース（https://ww
w.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html）において，本会議議事録

（速記録）を特徴的な見出し語で検索し，個々の見出し語を含む議事録項目数
を記録した。現在検索可能な期間は 1996 年 4 月からであるため，全立法期間
がカヴァーされるのは 1999 年以降の 4 会期である。ただし，各会期における
比率に注目するため期間それ自体の長短の影響は小さいと想定されることか
ら，1996 年 4 月から 1999 年 7 月まで，および直近の 2019 年 7 月から 2021 年
11 月までの会期も含めた。

結果を解釈する上では二つの要素に注目する。一つは，基準となる検索語に
対する，特徴的な検索語の比率である。たとえば一般的な「社会政策（social
policy）」の語に対して，「ヨーロッパ社会モデル（European social model）」
がどの程度出現するかを見ることで，この語がどの時期に「流行」したかを判
断できるであろう。また個別の政策に関連する語としては，伝統的福祉国家の
中核である「年金（pension）」を基準とした。これに対して，たとえば社会的
投資アプローチで重視される「子育て（childcare または child care）」の比率
を見ることで，伝統的福祉国家と社会的投資という異なるアプローチの言説上
の比重をある程度推し量ることができるだろう。

もう一つは議事項目数全体に対する比率である。これにより政策言説全体の

⚔） EU の社会政策（言説）の推移について概観としては Vanhercke et al.（2020）に収められ
ている諸論稿を参照。近年はテクスト分析を利用する研究が複数存在する。Vesan and Pansar-
di（Forthcoming）は委員長演説を分析素材として，教師つき機械学習によるテクスト分析を
行う。Umbach and Tkalec（2021）は 2010 年から 2020 年にわたる委員会の白書などの関係文
書 293 をコーディングして分析する。Carella and Graziano（Forthcoming）は，「社会権の柱」
の公開諮問への各組織の意見書と最終的な文書の比較検討を伝統的な内容分析により行い，各
組織の影響を検討する。Graziano and Hartlapp（2019）およびHartlapp（2019）は EUの社会
的立法措置全 347 本をコーディングして分類・検討する。このほか個々の政策イニシアティヴ
の代表的な評価として，Copeland and Daly（2018）, Cortin and Vesan（2020）, de la Porte and
Natali（2018）, Leibetseder（2016）, Vesan and Cortin（2019）, Zeitlin and Vanhercke（2018）を
参照。またEuropean Trade Union Institute（ETUI）と European Social Observatory（OSE）
が共同で毎年発行している Social Policy in the European Union: State of Play のシリーズも参照
せよ。
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中の比率をある程度推察できる。ただし各会期の議事項目総数に関するデータ
が得られなかったため，出現回数が多くかつ出現比率が安定していると考えら
れる EU の主要三機関，すなわち委員会（commission），理事会（council），議
会（parliament）に言及する項目数をカウントして，これを平均したものを項
目総数の代理として用いることとした。この「代理項目総数」に対する比率そ
のものの正確性には限界があるが，その推移についてはある程度の確度がある
といえるのではないか。

このような検討の限界は明らかである。技術的に極めて初歩的であり，テキ
スト分析としての精度を欠くことは当然としても，カウントする対象が議事項
目の総数であり，言及回数ではない点に大きな限界がある。本格的分析は他日
を期すとして，ここでは，例示的描写として概観を試みたい。

まず社会政策的課題の総体をあらわすキーワードについてみてみよう。EU
における社会政策的アジェンダとしてさまざまな語がこれまで用いられてき
た。その中で，「社会的次元（social dimension(s））」「社会的ヨーロッパ（so-
cial Europe）」は，基準となる「社会政策」に対して比較的安定的であり，
徐々に増加傾向にある。これらの語が特定の政策イニシアティヴを指示する語
ではなく，問題領域全体を一般に指す語として用いられていることが推測でき
よう。伝統的な社会保障を指す「社会的保護（social protection）」もほぼ同様
の推移をたどる。ただし「社会政策」との対比では安定的増加傾向にあるもの
の，全体に対する比率では，「社会政策」そのものと同様，2014~2019，2019
以降の 2 期続いてそれ以前と比べて一段階言及比率が低下している。委員長演
説を対象とした量的研究においても，この傾向は確認されており（Vesan and
Pansardi, forthcoming），様々な危機の中で社会政策が実際に議論される頻度が
減少している可能性がある。

これに対して，ある一時期の政策イニシアティヴを指し，急激に増減した指
示語もある。「ヨーロッパ社会モデル（European social model(s）, social model
of Europe）」は第 4 会期（データは 1996～1999）から増加し第 6 会期（2004～
2009）に言及が最大となるが，その後急速に減少し，現在ではほとんど使用さ
れない。「フレキシキュリティ（flexicurity）」はさらに極端であり，言及は第
6 会期に急に出現し，第 7 会期（2009～2014）にも継続するが，2014 年以降ほ
ぼ言及されていない。1990 年代末から 2000 年代前半にかけて，「第三の道」
の社会民主主義がヨーロッパを覆い，1999～2004 の EU 委員長がイタリアの
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中道左派の中核をなすプロディ（Romano Prodi）であったことを想起すれば，
これらが「第三の道」と密接に結びついた一時的な言説戦略であったことがわ
かるであろう。
「社会的投資（social investment）」についてはどうだろうか。この語は 2009

年以降に本格的に使用され始め，「社会政策」との比率では順調に増加してい
る。ただし，全体に対する比率では 2014 年以降の減少傾向を免れてはいない。
これに対して顕著な増加を示してるのは，「社会的権利（social rights）」であ
り，「社会政策」との対比で 2014 年以降急増しているのに加え，全体に対する
比率でも 2019 年以降の第 9 会期に，社会政策関連では例外的に増加を見せて
いる。この語と強く関連する「権利基底的（rights-based）」という表現も同
様に増加しており，現在の社会政策論議が「社会的権利の柱」を軸に行われて
いることが明確になっている。

これらは，いわばキャッチフレーズを表す語であったが，ではより具体的な
政策の方向性を示すキーワードの推移についてはどうであろうか。キャッチフ
レーズに関しては，社会的投資の比重の増加が起き，次いで社会的権利が言説
の基軸となる傾向をみてとれるが，これは個別の政策分野への言及の変化とし
て現れているだろうか。

ここでの基準項目は「年金（pension）」である。まずここでは，全体に対す
る比率で，2014 年以降明確な現象がみられることに注目しておこう。もちろ
ん言及数の減少が「問題が解決されたために政治的争点とならなかった」こと
を示している可能性もあるが，その場合であってもこの期間に争点としての比
重が下がったという想定には合致することになる。かつてユーロ導入と前後し
て，財政健全化に関連して年金制度改革が大きな争点であったことを想起すれ
ば，これは大きな変化である。
「年金」に対して明確に増加しているのは「ワークライフ・バランス（work-

life balance）」であり，「職業教育（vocational education, training）」も言及絶
対数は少ないが，増加傾向である。「子育て（childcare, child care）」について
も安定ないし微増傾向を観察できる。またピークは 2004～2009 年にあるもの
の，「差別禁止（anti-discrimination）」も全体としては 1990 年代に比べれば増
加している。「教育（education）」については，波はあるものの多少の増加が
ある。これらは，大まかに言えば社会的投資パラダイムと適合的と思われる見
出し語である。
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これに対して予想されたような変化が見られないのが「生涯学習（life-long
learning）」である。これは第 6 会期（2004～2009）に頂点を迎えその後急減す
るという，上述の「ヨーロッパ社会モデル」「フレキシキュリティ」と類似の
推移をたどっている。生涯学習は，本来的には社会的投資の一部であってもお
かしくない領域だが，少なくとも EU の文脈では，多分に労働力柔軟化と結び
ついたアイディアとなっている可能性がある。

以上のように具体的政策領域におりた検討からは，社会的投資の浸透が否定
はされないものの，キャッチフレーズの次元で見るよりは明確ではないことが
示唆される。また，男性を含んだアクティヴェーションや職業スキルの高度化
という側面よりも，主として女性の労働力化とそれに伴う性別役割分業，家庭
と社会の役割分担の見直しといった争点と結びついて定着していったことが推
測される。これを「第三の道」に関係する見出し語の激減とあわせて考えるな
らば，労働市場への（再）動員という側面よりも，社会的包摂の面が相対的に
は強いこと，それゆえ社会的権利の浮上と順接しやすい政策トレンドがあるこ
とが想定される。ただしこれらはあくまでも想定であり，より堅固な実証が必
要となることは言うまでもない。

⚓．統合と社会政策をめぐる議論

前節の分析から，近年の EU の社会政策言説が，講学上の社会的投資アプロ
ーチに一応は照応している 明確な政策シフトとは言えないものの こと
が確認できた。ならば EU は，「最新の学術トレンドに沿った，モダンな社会
政策を指向している」ものとしてポジティヴに評価することができるだろう
か。話はそれほど単純ではない。その一因は，評価の基礎となる規範的立場が
複数ありうることだが，それにとどまらない，学術方法上の課題を本節では指
摘する。

⑴ EUはネオリベラルか社会的か？
EU における社会政策の評価は消極的・批判的なものと積極的なものに大別

できる。EU の現状に批判的で国際的にも著名な研究者として，ドイツのシュ
トレーク（Wolfgang Streeck）やシャルプ（Fritz W. Scharpf）が挙げられる。

シュトレークはマーストリヒト条約の締結以後早い段階から楽観論を戒め，
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ヨーロッパの社会政策レジームが「新たな自発主義（Neo-volutarism）」に転
じたと批判的に評した（Streeck 1995）。彼は統合の進展にもかかわらず各国が
経済主権を防衛した側面を重視し，それによって各国の異質な政策のパッチワ
ークが国際ルールと市場によって制約・改変されているものとして EU の社会
政策の構図を捉える。このような経済ガヴァナンスの構造は，制度の構築や再
分配のための介入によって「市場をゆがめる」ことよりも，消極的統合と効率
改善型規制を通じた市場創出に適しているものとされる。このため EU によっ
て実現される社会政策は，市場を修正するというより市場を創出するという，
新しいタイプの社会政策になると彼は論じる（p. 40）。この文脈では，ジェン
ダー平等政策は「どちらかといえば社会権のアジェンダと言うよりも市民権の
アジェンダ」であり，それに対する支持が専門職の中間層にまで広がるからこ
そ，各国政府の反対も難しくなると位置づけられる（p. 44）。そして，もっと
も顕著な特徴は市場参加者に対する義務付け能力が小さく自発的服従に従う度
合いが高く（p. 45），国家主義の度合いが小さい（p. 52）ことに求められるの
である。

一方のシャルプは，元来ドイツの連邦制研究や改革論議に携わってきた研究
者であったが，1985 年にベルリン学術センターのワーキング・ペイパーとし
て最初に発表された「共同決定の罠」を皮切りに（Scharpf 1985a; 1985b），EU
研究においてもっとも引用される著者の一人となった。彼の元来の問題意識
は，連邦制国家における州の間の調整問題であり，それによって国全体として
もっとも効率的な政策選択がなしえないことにあった。この論文がいわば EU
レヴェル決定の遅滞傾向を示唆するものであるのに対し，その問題意識をさら
に進め，そこでなされる決定が規制を緩和することで統一化を行う「消極的統
合（negative integration）」に向かいやすいことを指摘したのが，1990 年代中
盤の彼の業績である（Scharpf 1996）。とはいえこの段階ではなお，経済規模に
応じた各国社会支出の最低ラインを設定することなどにより EU レヴェルの社
会政策調整の可能性も示唆されていた（Scharpf 1997）。

そのような留保付期待が悲観に転じるのは 2000 年代後半以降であり（Scharpf
2006），その一つの伴は司法部門の役割にあった。近年の論稿（Scharpf 2010）
では，彼は政治による統合と法による統合を明確に対置し，その枠組と EU 社
会政策悲観論を結び付けている。すなわち，EU においては政治的決定による
規制の統一（harmonization）が困難である 「共同決定の罠」の論点 一
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方，司法部門による解釈の自由度が大きいという非対称な制度布置があること
が重視される。国内裁判所に比べても大きいこの自由度を，EU 裁判所は「流
動性を拡大する（mobility-enhancing）」方向に行使しているというのである

（p. 222-223）。ここで注意しなければならないのは，裁判所が経済自由化を単
純に推進しているとはシャルプが論じていない点である。彼によれば，流動性
を拡大する限りにおいては，非経済的な利益にも資する政策が採用されてい
る。しかしそこでは「社会的連帯と言う価値の司法的な承認」が欠落している
というのである。

この最後の指摘に反映されているように，一定の積極的評価を行う議論は概
ね，EU を通じた社会政策が，単なる自由化ではなく一定範囲の「弱者」ない
しは「薄い利益（diffuse interest）」を擁護する機能を果たしていることに注
目している。既に 1992 年の段階で，ライプフリードとピアソンは（Leibfried
and Pierson 1992），EU の社会政策をめぐる議論が「ストックホルム的誤ṩ」
に陥りがちであるとしてきしていた，すなわち北欧福祉国家の社民的・コーポ
ラティズム的政策構造を EU が超国家レヴェルに再現できるか否かという，不
適切な判断基準が採用されているというのである。これに対し彼らは，そのよ
うな不適切な基準設定を取り払えば，市場統合に伴って社会的争点を排除する
ことは困難となりつつあるとして，個人化された社会的権利を擁護する点にお
いて EU の政策形成の可能性を指摘する（p. 337）。その例としてあげるのは移
民労働者の社会保障に関する権利であり，ジェンダー平等である。ただし同時
に彼らは四つの阻害要因を挙げていた。EU の政策決定構造の断片化，社民勢
力の弱さ，社会経済的・文化的な異質性，そして既存の各国福祉国家の存在で
ある（p. 343）。

この側面を，法的統合をめぐる議論と結びつけたのがケイポラソとタロウの
「ブリュッセルのポランニー」である（Caporaso and Tarrow 2009）。彼らは，欧
州裁判所の機能を「市場の脱埋め込み化（disembedding）」のみに求める見解
を批判し，「EU は…社会政策を策定してはいないが…正統な社会的目的の枠
の中に市場を埋め込もうとする規制（regulation）を通じて市場の形を作り出
そうとしているのだ」とする（p. 598）。彼らはラギー（John G. Ruggie）の有名
論文を参照しつつ「国際的な機能的分化によって生じる国内の経済的政治的脆
弱性や社会的に破壊的な調整コストを最小化しようとする」点では，（ラギー
が「埋め込まれた資本主義」と位置づける）ブレトンウッズ体制も欧州裁判所も
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かわらないとし（p. 599），その判決が単に市場の失敗への対応にとどまらな
い，社会への埋め込みの側面を持っていることを示そうとする。これをうけて
マベットも「ポランニーはブリュッセルにいるのかルクセンブルクにいるの
か」（Mabbett 2014）と題する論文で，保険における性差別禁止を事例として
取り上げつつ，欧州委員会と欧州裁判所が，少しずつ異なる理解や戦術を用い
ながらも，結果として反差別規範を連携して推進する役割を果たすことを分析
している。

では，このような二つの見方のどちらが適切なのであろうか。次節以降で
は，このような見解の分岐は，単に「半分カラとみるのか，それとも半分入っ
ているとみるのか（ʠIs the glass half empty or half full?ʡ）」のような「見方に
よってどちらでもありうる」ということにとどまらず，EU という国家ならざ
る政体の（規範的）評価・（分析的）位置づけに随伴する方法的困難の帰結であ
ると主張する。

⑵ 「評価」の難しさと長期的見直しの必要
社会政策をめぐる議論の活発化を上に指摘したが，それ自体はこれまでも間

歇的に起きていることである。たとえば 2000 年代には，後に触れるリスボン
戦略の制定や開放的調整（Open Method of Co-ordination）の導入もあって，そ
の効果をめぐる研究が多く公刊された。それらの研究それ自体の知見や洞察は
現在に至るまで有用なものである。

だが EU の政策をめぐる研究の多くは，「時局的」であることに伴って評価
にやや偏りが生ずる危険がある。たとえばリスボン戦略の効果について，実体
的な効果を全面的に評価するものは少なく，多くの場合は言説の次元など間接
的な側面への作用を指摘する。よく知られているようにリスボン欧州理事会で
合意された目標は，就業率 70％，女性就業率 60％，55 歳から 64 歳の就業率
50％を 2010 年までに達成するというものだったが，2010 年の実績値は各々
64.1％，58.2％，46.3％だった。政治的に見ればこれが失敗と評価されたのも
頷ける。

しかし，55 歳から 64 歳の就業率は 2012 年第 2 四半期に EU15ヶ国で
50.7％，2013 年第 3 四半期には 28ヶ国で 50.7％に達し，女性就業率は 2013
年第 3 四半期に EU15ヶ国で 60.2％を，2015 年第 2 四半期に 28ヶ国で 60.4％
を記録する。15 歳から 64 歳までの就業率に関しては依然 70％に届いておらず
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2019 年第 2 四半期の値で 69.3％にとどまっているが，20 歳から 64 歳に限れ
ば 15ヶ国で 73.9％，28ヶ国で 74.0％に到達しており，20 年間で 7.8％の上昇
をみている（1999 年第 2 四半期の 15ヶ国の値が 66.1％）。これは，時期こそ遅れ
ているものの，リスボン目標達成への歩みは着実であったとみることも可能で
はないだろうか。リスボン戦略を引き継ぐ「ヨーロッパ 2020」では「20 から
64 歳」の就業率 75％を目標としているが，これに関してはほぼ達成に近づい
ている。

また 2002 年のバルセロナ欧州理事会で合意された，乳幼児保育に関する
「バルセロナ目標」は，3 歳未満の乳幼児に対して人口比 33％の保育施設を，3
歳以上学齢までの用事については 90％の保育施設の整備を目標として掲げた。
これについても 2010 年段階では未到達であったが，2017 年現在で，3 歳未満
について 28ヶ国の数値で 34.2％と目標値をこえており，3 歳以上についても
28ヶ国では 84.7％にとどまるものの，ユーロ圏では 91.4％と目標をこえてい
る。たとえばドイツでは 3 歳未満の乳幼児の保育施設利用率は 2005 年に 16％
だったものが 2016 年には 32.6％と倍増しているが，この過程においてバルセ
ロナ目標は，「原因」ではないとしても，一つの指針となっていた。

現在の社会政策をめぐる議論の背景を冒頭で略述したが，EU の政策をめぐ
る研究はしばしば短期的な「事件」によって影響されており，それによって評
価の機軸が動揺しやすい。この点，各国ごとの社会政策の分析であれば，「戦
後の福祉国家」「比較福祉レジーム論における当該国の位置づけ」を出発点と
して，連続性と変化・断絶を中期的に評価しやすい。これに対して，EU にお
いては恒常的に制度や政策機軸が変化することに加え，EU 社会政策にどのよ
うな役割を割り当てるか，ということにつき合意がないため，研究者間で共有
された安定的な評価基準の確立につながりにくいのではないだろうか。これが
EU 社会政策を検討する上での第一の課題である。

⚔．EU 政策過程の特質と学術的評価

⑴ 方法論上の課題：政策立案者と研究者の融合
EU の社会政策言説を分析する上での第二の課題は，先行業績として依拠す

べき研究の「中立性」について批判的検討が必要となる点である。もちろん，
社会科学が政治的・社会的価値と密接に結びついており，無色透明という意味
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での中立性の実現はほとんど不可能であることはいうまでもない。ここで指摘
するのはより直接的に，EU 社会政策の有力な研究者の少なからぬ部分が同時
に政策アクターであるという事実である。

EU の社会政策言説の構築の背後には安定性の高い政策コミュニティがある
（網谷 2008）。それは，EU 官僚機構，ブリュッセルのシンクタンクや NGO，
ブリュッセルに派遣される各国官僚を横断している。この点はコミッションの
開放性という観点からも夙に指摘されてきた点である5)。それに加えて，この
コミュニティに一定数の学術専門家が加わっていることも，重要である。彼ら
は，各国官僚と並んで，EU の政策言説と各国国内の政策言説を結ぶ機能を果
たしうるからである。

今回導入された社会的投資アプローチの中でも，専門家コミュニティの役割
が散見される。たとえば社会的状況モニター（Social Situation Monitor, https://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1049&langId=en）が社会政策課題についての
各国の状況を継続的にモニターするものとして設置されたが，そのマネージメ
ントはハンケ（Bob Hancké）をリーダーとする LSE のチームに委託されてい
る。その最初のセミナーが「ヨーロッパにおける社会的投資」と題して 2019
年 1 月に開催されているが，講演者はヘメレイク（Anton Hemerijck），パリエ

（Bruno Palier），ガリツマン（Julian Garritzmann）などである（https://ec.europa
.eu/social/BlobServlet?docId=20630&langId=en）。

また 2013 年に委員会は「社会的投資パッケージ」を提案したが，それを支
える専門家ネットワークも公に構築された。2015 年にされた「ESPN Thema-
tic Report on Social Investment」を執筆したヨーロッパ社会政策ネットワーク

（ESPN: Euroepean Social Policy Network）である。ESPN は 2014 年 7 月に委員
会のイニシアティヴで設置された，各国社会政策専門家のネットワークであ
り，既存の「社会的包摂に関する独立専門家ネットワーク（European Net-
work of Independent Experts on Social Inclusion）」「社会的保護改革の社会経
済的影響に関する分析支援ネットワーク（ASISP: Network for Analytical
Support on the Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms）」そして

⚕） ブリュッセルの人的ネットワークに関する近時の分析としてたとえば Coman（2019）, Belli
and Bursens（Forthconing）を参照。またコミッションの開放性について Schmidt（2006,
105）は「委員会はドアをたたく社会的利益に対してますますオープンになっており，同時に諸
利益を代表的なセットで調達しようと積極的である」と述べる。
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「社会的保護情報共有システム（MISSOC: Mutual Information Systems on
Social Protection）事務局」を合同したものである。最後に挙げた MISSOC 事
務局は，ルクセンブルク社会経済研究所（LISER）とベルギーのコンサルタン
ト会社アプリカ社が担当していた。現在の ESPN は上記 2 組織に加え，ベル
ギーのヨーロッパ社会観測機構（OSE）が運営に当たっている。2018 年 9 月現
在，LISER のマーリエ（Eric Marlier），OSE のファンヘルケ（Bart Vanhercke）
らからなる 6 名が運営チームを構成している（http://ec.europa.eu/social/BlobSe
rvlet?docId=13304&langId=en）。

ESPN はヨーロッパ 2020 戦略における社会的保護・社会的包摂目標に関す
る進ḿ状況につき，ヨーロッパ社会権の柱やヨーロッパセメスターを含め，委
員会によるモニタリングを支援することを任務としている。そのために政策の
包括的な概観を行うとともに，個別の政策に関してそれが社会的投資アプロー
チを反映しているか否かについての評価を行う。また，各国に対しても，社会
政策の役割の強化や，社会的保護・包摂目標を考慮した経済財政政策の推進を
支援するとされている（https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=
en）。

この社会的投資レポートは，委員会から依頼作業をうけた ESPN が 14 名の
コアチームと 35ヶ国レポートの担当専門家に業務を分担し，執筆された

（Bouget et al. 2015: 5）。同様に 2019 年には，ワーキングプアについての報告書
が ESPN を通じて執筆されている（Pena-Casas 2019）。社会的投資レポートの
コアチームは，ESPN 運営委員でもあるマーリエやファンヘルケの 5 名のほか
に，外部からベルギーの元社会大臣ファンデンブルック（Frank Vanden-
brouck）ら 9 名を加えた構成である。各国レポート担当チームの中でも，デン
マークのクヴィスト（Jon Kvist），フィンランドのカンガス（Olli Kangas），ア
イルランドのデイリー（Mary Daly），オランダのアンダーソン（Karen M.
Anderson），ス ウェー デ ン の パ ル メ（Joachim Palme），ス イ ス の ボ ノ リ

（Giuliano Bonoli）などは国際的に著名な研究者である。
彼らの間には密接な学術的関係が存在する。クヴィストは 2006 年のフィン

ランド議長国の下で 11 月に開催された社会政策会議をリードした人物である
（Saari and Kvist 2007）。また社会政策パラダイムのお披露目としてよく引用さ
れる『社会的投資福祉国家に向けて？』（Morel, Palier and Palme 2012）は編者
の一人がパルメであるばかりではなく，ボノリも執筆に加わっているほか，後
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述するヘメレイクやパリエも執筆者である。このほかにもこれら専門家が同時
に参加する研究プロジェクトは数多い。そもそもこの本自体が，パルメの率い
る未来研究所のプロジェクトの調査報告を基礎としたものである（Morel,
Palier and Palme 2009）。パルメとカンガスは国連社会開発研究所で「後発工業
国の社会政策：北欧の経験」を 2002 年から 2004 年にかけてともに率いていた

（http://www.unrisd.org/unrisd/website/projects.nsf/(httpProjects)/099DCF9F3F3
F7914C1256C950054109F?OpenDocument）（Kvist et al. 2012）。

このような専門家集団の中で中心的な役割を果たしている人物の一人が，オ
ランダのヘメレイクである。彼は 1958 年にオランダで生まれ，ティルブルフ
大学から 1986 年に経済学の博士号を授与された後，1987 年から 1990 年まで
オックスフォード大学のバリオル・カレッジで学び，1993 年に「オランダ・
コーポラティズムの歴史的条件（The Historical Contingencies of Dutch Cor-
poratism）」で政治学の博士号を取得している。1990 年からは大学で教佃をと
り始めているが，それと並んで重要なのは政策形成への関与である。オランダ
政府学術評議会（WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid）では
2001 年に副所長に就任し，2003 年から 2009 年の 6 年間は所長を務めている。
所長在任中は同時に総務省の運営諮問委員会にも属していた。ヨーロッパ・レ
ヴェルの職としては，2007 年から，当時フランス経済大臣の職にあったラガ
ルド現 ECB 議長の諮問委員会である「リスボンを越えて：グローバル化への
ヨーロッパの戦略」のメンバーになったのを皮切りに，2008 年には雇用社会
総局の社会政策アジェンダ改訂のアドヴァイザー，2013 年から 2014 年にかけ
ては前述の社会的投資戦略にともなう，雇用総局の「社会的投資パッケージ専
門家グループ」，2016 年には「社会権のヨーロッパ的柱」についてのアドヴァ
イザー，そして 2017 年には公共投資に関するハイレヴェル作業部会に属して
いる（https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Hemerij
ck/CV-Anton-Hemerijck-May-2017.pdf）。同時に彼は，政策的視点からの出版活
動を，多くの場合一流学術出版社から数多く行っている。社会的政策に関して
は，2013 年に『変化する福祉国家』，2017 年には『社会的投資の効用』をそれ
ぞれオックスフォード大学出版局から上梓している。

彼とならんで重要なのが，イタリアのフェレーラ（Maurizio Ferrera）であ
る。彼はフィレンツェの欧州大学院で博士号を取得した後，パヴィアそしてミ
ラノで教佃をとっている。彼も上述の「社会的パッケージ専門家グループ」の
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メンバーであり，それ以外でもコミッションの関係するさまざまな会議で講演
を行っている。注目すべきことは，彼がキャリアの早い段階からコミッション
に関連する業務を行っている点である。そのもっとも早い例が，1993 年の

「市民と社会的保護 ユーロバロメーター調査の主要な結果から」という，
雇用総局による委託研究報告である（Ferrera 1993）。これは，同年パヴィア
大学で「社会政策の評価」という委員会後援の会議が行われたことと関係する
もののようである（https://maurizioferrera.files.wordpress.com/2018/03/20180213
_curriculum-vitae-of-maurizio-ferrera_en-2.pdf）。また 1996 年から 1997 年にかけ
ては，社会的保護に関するコミッションのハイレヴェルグループにも属してい
た（https://maurizioferrera.wordpress.com/who-am-i/）。

彼ら二人に当時 EUI で教佃をとっていたマーティン・ローズ（Martin
Rhodes）を加えた三人は，リスボン戦略採択の政治的エンジンとなったポルト
ガル議長国に対して『社会的ヨーロッパの未来』と題するレポートを提出し，
戦略をアカデミックに支える役割を果たした（Ferrera, Hemerijk and Rhodes
2000）。しかもこのレポートが後に出版されただけではなく，ほぼ同名の論文
が European Review，『比較政策分析雑誌』，フランスの Pouvoir などの学術
誌にも掲載されている。またローズとフェレーラは，ヨーロッパ政治研究の有
名雑誌である West European Politics で「ヨーロッパ福祉国家の再建」と題す
る特別号を編み，その執筆者にはヘメレイクも加わっていた（West Euroepan
Politics, Vol. 23 Issue 2. Special Issue on Recasting European Welfare States. 2000）。
ここで注意を喚起したいのは，彼らが政策に関与していることではなく，政策
的な意図を持つと思われる研究を学術メディアを通じて発信することで，政策
の産出者と評価者という二重の役割が果たされている点である。

このような二重の関与は現在まで続いている。上述のように二人は現在の
EU 社会政策言説の産出側としても活躍しており，フェレーラは「ヨーロッパ
社会連合（European Social Union）」というキャッチフレーズの提唱者でもあ
る。しかし同時に彼らの論稿は，現在に至っても有力学術誌に掲載され続けて
いる。EU 研究の旗艦誌である Journal of European Public Policy6)には，フェ
レーラが 2017 年に「せっかちな政治と社会的投資：『政策促進者』としての

⚖） 2018 年のインパクト・ファクターは 3.457 に達し政治学分野 176 誌中第 12 位に位置する
（http://www.jepp-online.com/2019/07/09/jepp-bibliometrics-2018/）。
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EU」という論文を，ヘメレイクが 2018 年に「政策パラダイムとしての社会的
投資」をそれぞれ掲載している。これにより彼らの主張は，専門的に承認され
た学術的知見という地位を獲得している。このような地位を背景に，2019 年 3
月には「『福祉国家の再建』から 20 年」と言うワークショップが開催された。
これは上述の West European Politics 特集号の基礎となったセミナーから 20
年を経たことを記念して，当時の参加者たちを中心に開催されたイベントであ
るという（http://europeangovernanceandpolitics.eui.eu/recasting-the-welfare-state
/）。ここにわれわれは，EU社会政策の継続的展開を背後で支える人的コミュ
ニティの存在を具現化された形で眼にすることになる。これは，学術的な分析
の観点からはチャレンジでもありうる。有力な研究としてわれわれが前提にす
る業績それ自体が，政策的な言説構築の意図を持ったものでありうるからであ
る。

本稿は，社会的投資という近年の有力な政策パラダイムを導きの糸として近
年の EU 社会政策の位置づけを行った。しかし，そのアプローチの主唱者たち
が EU の政策言説の形成に関与しているとするならば，「新たな社会政策の潮
流として社会的投資アプローチが有力に提示されている」「EU の社会政策言
説が社会的投資アプローチに沿ったものになっている」という二つの事実か
ら，「EU の社会政策は最新の（ベターな）社会政策の潮流を反映している」
ということはできない。最初の二つの「事実」の背後に共通のアクター，フェ
レーラやヘメレイクを中心とする EU 社会政策専門家コミュニティが存在する
からである。EU 社会政策を外側から「分析」することに重点を置く場合，

「専門家の見解」とされるものそれ自体を政策言説として明示的に位置づけた，
批判的検討が必要になるのである7)。

ただし，これは上述した一部の研究者のみが「EU 御用学者」として政策・
政治に関与しているということではない。EU 批判派として紹介したシャルプ
やシュトレークもまた，ドイツでは強い政治へのコミットメントを行ってきて
いる。シャルプはドイツ社民党に近い研究者として，1970 年代初めにブラン
ト政権期の連邦制度改革についての検討に携わったのを皮切りに，連邦議会で

⚗） なお，類似の構造を持つEU司法政治の分析においては，一部のフランス語圏系研究者がブ
ルデューの「界」概念に言及しつつ，人的ネットワークや知的基盤の分析を行っている。代表
例としてVauchez（2015）を参照せよ。
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の憲法改正調査や環境問題諮問委員会に属していた。ヨーロッパ・レヴェルで
は，1980 年代半ばのいわゆる「パドア＝ショッパ委員会」の六人のメンバー
の一人である。同委員会から 1987 年に提出されたレポート「効率・安定・衡
平：ヨーロッパ共同体経済システムの進化のための戦略」（Efficiency, Stability
and Equity: A Strategy for the Evolution of the Economic System of the European
Community）は，当時の委員長であったドロール（Jacques Delors）にも高く評
価されたほか（Maes 2012: 24），翌年オックスフォード大学出版局から公刊さ
れている（Padoa-Schoppa 1988）。さらに 1980 年代後半にはドイツ社民党の綱
領策定過程にも参画している。特に 1990 年連邦議会選挙の首相候補であった
ラフォンテーヌ（Oskar Lafontaine） 当時は左派というより党改革派だった

との間では，低賃金セクターの雇用拡大のために社会保障負担免除など供
給側の政策が必要であるという点に一致があり，少なくとも 1998 年の社民党
政権奪還までは共同歩調がとられていた（Hepp and Schmidt 2017: 39; Scharpf
1988）。

シュトレークは 1998 年からのドイツ社民党・緑の党政権の花形プロジェク
トだった「雇用のための同盟」で「ベンチマーキング・グループ」のメンバー
として中心的な役割を果たしている。彼はシャルプ同様 両者はケルンのマ
ックス・プランク社会研究所の所長である 低賃金セクターの創出案を提示
したが，労働組合側の参加者に拒絶されたという（Reutter 2004: 102）。2005 年
から 2006 年には連邦政府の共同決定改革検討グループに，2008 年から 2009
年にはノルトライン・ヴェストファーレン州の「将来委員会」に参加している

（http://www.mpifg.de/people/ws/lebenslauf2_de.asp）。
このように，どちらかが客観的でどちらかが党派的と言うわけではない。さ

らに踏み込んで言うならば，両者ともに 1990 年代までは戦後福祉国家改革論
に棹差していた存在であり，その彼らが現在批判派に転じたことには，学術的
以外の理由があると想定してもおかしくない。

これらの研究者が各国内の政治にも関与していることからわかるとおり，研
究者と政策形成者の二重性は一般的現象であって，EU の政策形成が「質的に
異なって特殊」というわけではないだろう。ただし，「量的」な相違は一定程
度存在すると仮説的に想定しうる要因がある。第一に，専門家プールの規模の
問題である。各国の政策専門家の活動領域は一義的には国内を中心とすると考
えられるため，専門家のプールは一国内のほうが相対的には大きいと推定され
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うる8)。とすれば国内で政策形成に起用される専門家は容易に交代させうるだ
ろう。この推論が正しければ，固定的な専門家が長期に関与する確率は，国内
レヴェルの方が低いのではないか。第二に，上述の要因と関連して党派的交代
の問題がある。大連合型統治が継続する国は別として，一定の政権交代が存在
する国においては，関与する研究者もそれとともに交代しうる。その場合，政
策過程は「政策コミュニティの影響」と言うよりも，「党派性の影響」として
説明する余地が大きくなるであろう。これに対して，EU においても党派性の
影響は確実に存在しているが（Manow 2008），明確な党派的政権交代が見られ
るわけではない。またコンセンサス確保の必要性も一国内より高いと想定され
る。となれば，一定の政策指向性を持つ政策専門家が継続的に関与する可能性
も高くなると考えられるだろう。

⑵ EU研究における反省的概念形成（reflexive concept-formation）の
不可避性

前項では，EU の現状をめぐる評価の分岐が，多分に政策的な意図を含みつ
つ生じているのではないか，という疑いを提示し，そこに中核的な研究者が関
与しているため「客観的な基準」を求めにくい状況を指摘した。

しかし，そのような分岐の根源に何があるか，について，当事者たちは自覚
的でもある。そこでは「社会政策」「社会的なもの」とは何か，についての基
準設定の相違が存在しているのである。たとえば上に紹介した論調からは意外
かもしれないが，シュトレークは「新自発主義」論文の最初の部分において

「ゆっくりとしかし確実に進化するヨーロッパ規模の連邦的福祉国家と言うよ
くあるイメージから根源的に自らを離脱させて始めて，統合されたヨーロッパ
における社会政策を理解することは可能になる」（p. 31）と指摘し，「問題はグ
ラスが半分空か半分入っているかではなく，どのようなグラスを私たちは扱っ
ていて，それがどのような目的に資するのか，である」（p. 32）と述べる。こ
こでは，戦後の福祉国家モデルを EU に投影することの不毛性が指摘されてい

⚘） 傍証的なエピソードとして，日本の大学紀要の英文論文（Amiya-Nakada 2004）が，EUの
若年層向けプログラムの評価報告書に引用されたことを指摘しておく（https://ec.europa.eu/y
outh/sites/youth/files/youth-action-programme-evaluation-2007_en.pdf）。国内の政策評価であ
れば，定評ある研究者や雑誌論文が引用されることこそあれ，政策ネットワークと無関係な外
国研究者の論文が使われることはないであろう。
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るのであり，「ストックホルム的誤ṩ」論とほぼ同じ指摘がなされている。EU
社会政策を評価する側においてこれはより明確であり，マベットは権利を中核
とした委員会や裁判所の政策が，結果を重視した「平等」の観念ではなく，市
場における関係に参入する際の公正さ，という意味での「衡平（equity）」を
市場規制に導入したものであると位置づける。ここでは戦後福祉国家型とは異
なる形での市場の「埋め込み」の型が指摘されている（Mabbett 2014）。

では両者の概念的な最大の対立点は何か。それは「集団」と「連帯」であ
る。シュトレークの「新自発主義」論は国家の義務付け能力の欠落を重視する
が，行論の過程では労使交渉の試みが挫折したことが重視されている。さらに
近年の総括論文においては（Streeck 2018），欧州裁判所による労働組合への行
動制約的な判決が批判的に取り上げられている。シャルプにおいても，欧州裁
判所の役割への認識が批判的評価への転進とほぼ機を一にしているが，そこに
は欧州裁判所の判決が労働組合制約的であることが作用している。彼の見方に
よれば，欧州市民権も，国民的な連帯のシステムからの離脱や別のシステムへ
の参入の権利を個人に対して与えたものに他ならず。「集合的な自己決定」に
関わるものではないというのである（Scharpf 2010: 223）。このような判決を推
進することで裁判所は，「連帯を社会的・政治的に構築するための基礎を無視
し，互酬性規範を侵害している」のである（p. 238）。上に紹介したようにシュ
トレークは，EU のジェンダー政策について「それならば中間層にアピールす
るので実現可能だった」という皮肉めいた分析を示している。裏から言えば，
簡単には移動できない「労働者」が軽視されていることを，両者ともに批判的
に視ているのである。

これは理論的にも難しい問題である。集団（労働組合）を通じたルール形成
が，個人（女性，移民労働者，非正規雇用労働者）の権利保障と分離して観念し
うるときに，後者のみが実現される状態は「社会的」目標の達成された状態だ
ろうか？両者は戦後福祉国家においては一体であるかのように観念されてきた
が，現在ではそうではない。同様に，「脱商品化」が社会政策の目標であり，
社会的投資アプローチのように市場への参加＝「商品化の促進」を目指す政策
は，新自由主義への屈服にすぎないのだろうか？戦後福祉国家においては脱商
品化こそが目標であったとしても（Esping-Andersen 1990），ジェンダー平等の
観点からは，女性にとってむしろ再商品化こそが家庭内における男性に対して
の自律を保障するものであるという痛烈な批判がなされてからもう四半世紀近
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くが経っている（Sainsbury 1996）。
このように，われわれは EU の社会政策を評価するにあたって，戦後福祉国

家のヨーロッパ・レヴェルにおける再構築を到達目標とすることができないの
はもちろん，それをベンチマークとすることについても十分に慎重でなければ
ならない。戦後福祉国家と言う基準点自体が理論的に維持できない，揺らいで
いる存在だからである。

⚕．お わ り に

本稿は，EU の社会政策をめぐる近年の動向を同定した上で，それをどう評
価するか，という点について，幾つかの方法論的課題を仮説的に提示した。こ
の議論がどの程度 EU 全体にあてはまるかは，本稿だけでは明らかにすること
が出来ない。ただし，EU が動く標的（moving target）であること，特徴づけ
の難しい独自の政体であることは夙に指摘されてきた事実であり，他の政策領
域についても類似の状況があると考えても，無理な想定ではないだろう。

翻って「通常の」，一国政治・政策研究を考えてみたとき，現在広がってい
るのは「戦後的」な制度や慣習の解体傾向である。これに対し，見慣れないも
のを「ポピュリズム」「民主主義の後退」と呼んで非難するだけでは生産的で
はない。「民主主義における人民による授権の契機をどう理解すべきか」「民主
主義と法の支配（ないし法治国家）の関係をいかに理解すべきか」という原理
的問いを考慮しつつ具体的に問題を検討していくことが求められている9)。

この点で，「外国研究としての EU 研究者」の直面するチャレンジをもっと
も知的に刺激的なものと位置付けることができるだろう。国民国家の中で戦後
偶然に出来上がった体制を判断基準として物神化するような，安定してはいる
が素朴な態度は EU 研究者には許されていない。常に流動し変化する認識対象
を論理的に理解するためには，自らの判断基準を反省的に精緻化していく必要
があるからである。しかも，「現地」の研究者が，政策過程の一部に「絡めと
られている」のだとすれば，距離を置いて実体の変化を冷静に評価できるの
は，「外国研究としての EU 研究者」に与えられた可能性である。

⚙） そのような試みの例として網谷（2014）および網谷，上原，中田（2019）を参照。
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